
※　第11回の請求者が、令和７年４月１日（基準日）以降に死亡した場合、遺族の方が相続請求できます。

第12回特別弔慰金の請求ができるのは…

いいえ

国外在住の方は代理人が必要です
代理人の住所は「与那原町」ですか

いいえ
 代理人の住所地の役所で請求手続きをしてください

はい

令和7年６月２日（月）から受付を開始します
電話予約のうえ窓口へお越しください

【予約】☎９４３－８９０３

はい

いいえ

あなたは該当します。住所は「与那原町」ですか
いいえ

日本国内ですか
はい

住所地の役所で請求手続きをしてください

支給順位1位～5位で、あなたより先の支給順位の遺族はいますか

 同じ順位の方と相談のうえ、請求者を決めてください。
 受給できるのは、お一人です

請求者の住所地の役所で請求手続きをしてください

はい
あなたは今回は該当しません

順位の先の方から請求してください

いいえ

あなたと同じ順位の遺族は他にいますか
はい


